
令和元年9月　長崎県障害福祉課作成

※１

※サービス管理責任者の配置にあたっては、実務経験要件の他に、研修受講要件も必要です。詳細は研修受講要件をご確認ください。

※下表の下線部は、別添「用語注釈」をご参照ください。

国家
資格
※３

有資
格
※４

左記
以外

(一)相談支援の業務 a

b

c

d

e

f

(1) 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)

(2) 上記aからeまでに掲げる業務に従事した期間が１年以上である者

(3) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上に相当する研修を修了した者

(二)直接支援の業務 a

b

c

d

e

※ 「その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者」について告示にありますが、長崎県が現在認めている業務はありません。
※２

※３

※４ 有資格者は、上記(二)の直接支援の業務に従事する者で、次の（1）～（4）のいずれかに該当する者(資格取得以前の直接支援業務も年数に含めて可)
(１) 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
(２) 保育士
(３) 児童指導員任用資格者
(４) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者

※５ 国家資格の期間と相談支援の業務及び直接支援の業務の期間が同時期でも可(H18.6.23　厚生労働省事務連絡)

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あたり180日以上であることを言うものとする。例えば、５年以上の実務経
験であれば、業務に従事した期間が５年以上あり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。(H18.6.23　厚生労働省事務連絡)

５年
以上

８年
以上

指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援の業務に従事する者

児童相談所、更正相談所（身体・知的）、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者
※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む

障害者支援施設、障害児入所支援施設、地域包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福
祉センター、救護施設、更正施設において相談支援の業務に従事する者

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

特別支援学校等において相談支援の業務に従事する者

医療機関（病院・診療所）において相談支援の業務に従事する者で、次の（1）～（3）のいずれかに該当する者

障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の病室であって療養病
床に係るものにおいて直接支援の業務に従事する者

国家資格者は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語
聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士のことをいう。
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サービス管理責任者(※１)として従事するための実務経験要件
療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助の提供に係る管理を行うサービス管理責任者

障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業において直接支援の業務に従事する者

病院・診療所、薬局、訪問看護事業所において直接支援の業務に従事する者

障害者雇用事業所において直接支援の業務に従事する者

特別支援学校等において直接支援の業務に従事する者

業務の範囲 業　務　内　容

日常生活の自立に関する
相談に応じ、助言、指導そ
の他の支援を行う業務、そ
の他これに準ずる業務

[告示544号一イ（１）（一）
a～f]

入浴、排せつ、食事その他の
介護を行い、並びに介護に関
する指導を行う業務、その他の
職業訓練、職業教育に係る業
務、動作の指導・知識技能の
付与・生活訓練・訓練等に係る
指導業務
[告示544号一イ(１)(二)a～e]

実務経験年数
※２

３
年
以
上
か
つ
国
家
資
格
等
に
よ
る
業
務
３
年
以
上
　
※
５

５年
以上



令和元年9月　長崎県障害福祉課作成

※１

※児童発達支援管理責任者の配置にあたっては、実務経験要件の他に、研修受講要件も必要です。詳細は研修受講要件をご確認ください。

※下表の下線部は、別添「用語注釈」をご参照ください。

国家
資格
※３

有資
格
※４

左記
以外

(一)相談支援の業務 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1) 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)

2) 上記(1)から(5)までに掲げる業務に従事した期間が１年以上である者

3) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上に相当する研修を修了した者

(二)直接支援の業務 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

※ 「その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者」について告示にありますが、長崎県が現在認めている業務はありません。
※２ ・老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が３年以上必要

※３

※４ 有資格者は、上記(二)の直接支援の業務に従事する者で、次の（1）～（4）のいずれかに該当する者(資格取得以前の直接支援業務も年数に含めて可)
(１) 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
(２) 保育士
(３) 児童指導員任用資格者
(４) 訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上に相当する研修を修了した者

※５ 国家資格の期間と相談支援の業務及び直接支援の業務の期間が同時期でも可(H18.6.23　厚生労働省事務連絡)

障
害
者
ま
た
は
障
害
児
の
保
健

、
医
療

、
福
祉

、
就
労

、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

指定[特定/障害児/一般]相談支援事業、地域生活支援事業の相談支援の業務に従事する者

３
年
以
上
か
つ
国
家
資
格
等
に
よ
る
業
務
５
年
以
上
　
※
５

５年
以上

日常生活の自立に関する
相談に応じ、助言、指導そ
の他の支援を行う業務、そ
の他これに準ずる業務

[告示230号一イ
(1)～(6)]

児童相談所、児童家庭支援センター、更正相談所（身体・知的）、福祉事務所、発達障害者支援センターにおいて相談支援の業
務に従事する者　※旧精神保健福祉法の精神障害者社会復帰施設を含む

障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所支援施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、地域
包括支援センター、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、精神保健福祉センター、救護施設、更正施設において相談
支援の業務に従事する者

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務に従事する者

学校等において相談支援の業務に従事する者

医療機関（病院・診療所）において相談支援の業務に従事する者で、次（1）～（3）のいずれかに該当する者

児童発達支援管理責任者(※１)として従事するための実務経験要件
障害児通所支援及び障害者入所支援の提供に係る管理を行うサービス管理責任者

業務の範囲 業　務　内　容

実務経験年数
※２

国家資格者は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語
聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士のことをいう。

障害者支援施設、児童入所施設(障害児入所支援施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、老人
福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものにおいて直接支援の業務に従事する者

５年
以上

８年
以上

入浴、排せつ、食事その他の
介護を行い、並びに介護に関
する指導を行う業務、その他の
職業訓練、職業教育に係る業
務、動作の指導・知識技能の
付与・生活訓練・訓練等に係る
指導業務
[告示230号一ロ
(1)～(5)]

障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、保育所、認定こども園、老人居宅介護等事業等において直接支援の業務に従事
する者

病院・診療所、薬局、訪問看護事業所において直接支援の業務に従事する者

障害者雇用事業所において直接支援の業務に従事する者

学校等において直接支援の業務に従事する者

・１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あたり180日以上であることを言うものとする。例えば、５年以上の実務経
験であれば、業務に従事した期間が５年以上あり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。(H18.6.23　厚生労働省事務連絡)
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用語 根拠法令
障害者 告示544号一イ（１）（一） （相談支援の業務の場合）身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者

告示230号一イ

告示544号一イ（１）（二） （直接支援の業務の場合）身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者

告示230号一ロ

障害児

相談支援の業務 告示544号一イ（１）（一）

告示230号一イ

・サービス等利用計画案作成

・モニタリング（サービス等利用計画の実施状況の把握（利用者についての継続的な評価を含む））、他

直接支援の業務

地域生活支援事業

障害者支援施設

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者における実務経験要件の用語注釈

障害児入所施設(障害児入所支
援)

※参考　障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定計画相談支援の
事業の人員及び運営に関する基準
第15条第2項各号及び第3項各号
（指定計画相談支援の具体的取扱
方針）

障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第1項の厚生
労働省令で定める施設を除く。)

障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活
の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある
児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に
対し行われる治療をいう。

規定内容

身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含
む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

①入浴、排せつ、食事その他の介護、②障害者及び障害者の介護者に対して介護に関する指導、③日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)、④訓練等を行う者に対し
て訓練等に関する指導、⑤その他職業訓練又は職業教育に係る業務

市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。（中略）障害者等が障
害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に
関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助
言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関と
の連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業

都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、（中略）のうち、特に専門性の高い
相談支援に係る事業（中略）として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。

・アセスメント（適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を
通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握）

児童福祉法第4条第1項

告示544号一イ（１）（二）
告示230号一ロ

総合支援法第77条第1項第3号

総合支援法第78条第1項

総合支援法第5条第11項

児童福祉法第7条第2項

日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務

指定[特定/障害児/一般]相談支
援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第77条第1項及び第78条第1項に規定する地域
生活支援事業、法附則第26条の規定による、改正前の児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児相談支援事業、法附則第35条
の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第1項に規定する身体障害者相談支援事業、法附則第52条の規定による改正前
の知的障害者福祉法第4条に規定する知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

告示544号一イ（１）（一）a
告示230号一イ（1）
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用語 根拠法令

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者における実務経験要件の用語注釈

規定内容
地域包括支援センター

老人福祉施設

介護老人保健施設

イ　居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に
従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第1号訪問事業」という。)

ニ　居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介
護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選
択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう
必要な援助を行う事業(以下「◆第1号介護予防支援事業◆」という。)

一　被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の
関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため
の総合的な支援を行う事業

(参考)第115条の45第2項各号

(参考)第1号介護予防支援事業
介護保険法第115条の45第1項第1
号

第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第115条の45第2項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事
業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う
ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を
行う事業(以下「第1号事業」という。)

三　保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心
身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域に
おいて自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

四　医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を
推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)

五　被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要
である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施
設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
ことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老
人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

ロ　居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、
厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第1号通所事業」という。)

ハ　厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第1号訪問事業若
しくは第1号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活
の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第1号生活支援事業」という。)

二　被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び
老人介護支援センターをいう。

六　保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知
症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

介護保険法第第115条の46第1項

老人福祉法第5条の3

介護保険法第8条第28項



令和元年9月　長崎県障害福祉課作成

用語 根拠法令

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者における実務経験要件の用語注釈

規定内容
介護医療院

精神保健福祉センター

救護施設

更正施設

障害者職業センター

一　障害者職業総合センター

二　広域障害者職業センター

三　地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

特別支援学校等 特別支援学校その他これに準ずる機関

病院・診療所、薬局

三　健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以
下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介
護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の
許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行わ
れる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

生活保護法第38条第2項

生活保護法第38条第3項

障害者の雇用の促進等に関する法
律第19条第1項

障害者の雇用の促進等に関する法
律第27条第2項

(参考)障害者の雇用の促進等に関
する法律第27条第1項

都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以
下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉
法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する
特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認めら
れるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

一　職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに
足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

二　前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると
認められること。

一　厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その
除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)

二　特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定した
もの

告示544号一イ（１）（二）e

健康保険法第63条第3項

都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものと
する。

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施
設とする。

身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とす
る。

厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及
び運営の業務を行う。

都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」と
いう。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

介護保険法第8条第29号

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第6条第1項



令和元年9月　長崎県障害福祉課作成

用語 根拠法令

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者における実務経験要件の用語注釈

規定内容

二　都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

三　社会福祉士

四　厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

四　前2号に掲げる者のほか，精神保健及び精神障害者の福祉に関し相当の学識経験を有すると認められる者

療養病床

障害福祉サービス事業

(参考)障害福祉サービス

障害児通所支援事業 児童福祉法第6条の2の2第1項 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

老人居宅介護等事業

廃止前の精神障害者社会復帰施設
の設備及び運営に関する基準(平成
12年厚生省令第87号)第17条第2項
各号のいずれかに該当するもの
（有資格者の直接支援業務に適用）

五　前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの（精神保健福祉士、学校教育法
（昭和22年法律第26号）に基づく大学において、法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を
修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者）

社会福祉法第19条第1項各号のい
ずれかに該当する者
（相談支援の業務及び有資格者の
直接支援業務に適用）

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助

療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を
入院させるためのものをいう。以下同じ。)

障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1
号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他厚生労
働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。
以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。

告示544号一イ（１）（一）f
告示230号一ロ

(参考)平成18年6月26日障害保健福
祉主管課長会議

訪問介護員(ホームヘルパー)２級
以上に相当する研修を修了した者

相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得した者と認めら
れる者

会議資料の参考1「サービス管理責任者の実務経験」に訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者等と記載されている。
（参考）訪問介護員(ホームヘルパー)２級以上に相当する研修・・・介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修等。また、介護福
祉士を含む）

総合支援法第5条第1項

総合支援法第5条第1項

社会福祉主事任用資格を有する
者
（告示544号一（イ）（1）（二）
告示230号一ロ）

医療法第7条第2項第4号

老人福祉法第5条の2第2項

社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円
熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

一　学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第
389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉
に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学において，心理学若しくは教育学の課程を修めて卒業した者又は 同法に基づく
大学において、心理学若しくは教育学の課程において優秀な成績で単位を取得したことにより、同法第67条第2項の規定により大学
院への入学を認められた者

二　学校教育法に基づく大学において，社会福祉学 に関する科目を修めて卒業した者又は同法に基づく大学において、社会福祉に
関する科目を修めて、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

三　学校教育法の規程による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を卒業した者
（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有する
と認定した者であって、2年以上精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事したもの

第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若
しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他
の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつ
て厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事
業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。



令和元年9月　長崎県障害福祉課作成

用語 根拠法令

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者における実務経験要件の用語注釈

規定内容
訪問看護事業所

障害者雇用事業所

一　当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。

三　当該子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

児童指導員任用資格者 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

（告示544号一（イ）（1）（二） 一　都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

告示230号一ロ） 二　社会福祉士の資格を有する者

三　精神保健福祉士の資格を有する者

十　3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

特定の株式会社(第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事
業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨
の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第1項及び第7項の規定の適用については、当該子会社が
雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。

二　当該子会社が雇用する対象障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それ
ぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。

九　教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

四　学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専
修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

五　学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得した
ことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

六　学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当す
る課程を修めて卒業した者

七　外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した
者

児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準第43条第1項各号のいず
れかに該当する者

障害者の雇用の促進等に関する法
律第44条第1項(子会社)

障害者の雇用の促進等に関する法
律第49条第1項第6号(助成金を受け
た事業所)

健康保険法第89条第1項

(参考)健康保険法第88条第1項

八　学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認めら
れた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、2年以上児童福祉事業に従事したもの

四　前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者そ
の他の対象障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。

厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下
「納付金関係業務」という。)を行う。

六　重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用
に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

前条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下
「◆訪問看護事業所◆」という。)ごとに行う。

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷に
より、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に
適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は
必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介
護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」
という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。



令和元年9月　長崎県障害福祉課作成

用語 根拠法令

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者における実務経験要件の用語注釈

規定内容

相談支援の業務 告示230号一ハ 老人福祉施設、救護施設、更正施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター

有資格者 告示230号一ハ 老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室、老人居宅介護等事業、特例子会社、助成金受給事業所

直接支援業務 告示230号一ホ 老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室、老人居宅介護等事業、特例子会社、助成金受給事業所

国家資格者 告示230号一ヘ 告示230号一ハ及びホ

児童発達支援管理責任者の実務
経験において除く期間
「老人福祉施設・医療機関等」


